
＜嘉手納町＞

『大学進学を目指すために塾に行きたいけど、保護者の負担を思うと･･･』
と考えている高校生のみなさんへ

沖縄県は、県外大学や医学科等への大学進学を希望しているにも関わらず、家庭の経済的な事情
により塾に通うことが困難な高校生に対して、通塾のサポートをします。

沖縄県の委託を受けた下記の進学塾にて、大学進学に向けた学習支援を実施します。

対象生徒
下記のいずれかの世帯の高校生。
① 児童扶養手当受給世帯
② 住民税非課税世帯
③ 児童養護施設等に入所している、または、里親に委託されている

申込〆切 令和７年５月８日(木) １５時まで
※申込日までに定員に達しない場合は、追加募集を行います。

生徒募集

申し込む前に塾で見学や体験授業を受けられますので、希望する教室に直接お問い合わせください。

※申込方法等については、裏面をご確認ください。

募集人数

令和７年度 子育て総合支援事業（高校生進学チャレンジ支援事業）

２ 年

３ 年

１ 年

へ進学を目指す

高校生を応援します！

１ 年

２ 年

３ 年

ホームページ：http://kochindajuku.jp

ホームページ：http://mugen-juku.com/

見学・体験授業の申し込みはコチラ

Tel.(0980)73-4616
受付時間：14：00～22：00
本館：宮古島市平良字西里659-1

見学申し込みの際は、「高校生進学チャ
レンジ支援事業」と伝えてください！

見学・体験授業の申し込みはコチラ

Tel.(0980)83-6664
受付時間：月～金16：00～22：00

土 15：00～21：00
石垣市登野城32-9

見学申し込みの際は、「高校生進学チャ
レンジ支援事業」と伝えてください！

東風平塾 ： ８名 、 無限塾 ： ８名

＜東風平塾からのメッセージ＞

昨年度もこの事業を活用した6人
の先輩が県内外国公立大学や難
関私立大学に合格して、進学を果
たしました。皆さんもぜひチャレンジし
て夢への一歩を踏み出しましょう。

＜無限塾からのメッセージ＞

必要なのは、君の大学進学への熱
い思いだけです。他は、無限塾にす
べてお任せください。皆さんからのチャ
レンジをお待ちしてます。



＜嘉手納町＞

◆各高等学校（担任や進路部の先生に確認してください）
◆対象の塾
◆沖縄県こども家庭課ホームページ

https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/jido/1007994/1007960/1007964/index.html

申し込みか
ら入塾まで
の流れ

①見学・
体験入塾

②申込書・
確認書類の
準備

③沖縄県へ
申請書提出

④入塾テス
ト・面接

⑤合否通知

対象要件を満たして
いるか確認します

提出書類

申込期日

お問合せ先

申請書の
配布場所

塾にて生徒・保護
者の面接を行います

沖縄県から合否の
通知を送付します

⑥入塾
授業開始

〆切５月８日15時 ５月12日～16日 ６月初旬（予定）「高校生進学チャレ
ンジ支援事業」と伝
えてください

５月下旬（予定）

沖縄県こども家庭課098-866-2174

子育て総合支援事業（高校生進学チャレンジ支援事業）

体験入塾や見学は、希望する塾へ
ご連絡ください。

① 申請書（様式第１号）
② 学業成績証明書／通知表等の写し ⇒ 以下の「注意点」をご覧ください。

③ 下記の該当する要件を確認する書類

令和７年５月８日(木)１５時まで（郵送の場合は必着）

※期間内に定員に達しない場合は募集を継続します。

提出先 沖縄県こども家庭課（沖縄県庁３F）

（〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2）

費用 無料
◆塾代（授業料、教材費、模試代、夏期・冬期講習等）は、沖縄県が負担します。
◆塾に関する費用は、一切かかりません。費用は沖縄県が塾に直接支払い、

授業料等と相殺されます。
生徒や保護者が直接塾代を受け取るものではありません。

注意点 ◆ 学力試験・面接により、対象生徒を決定します。
◆ 塾への送迎支援はありません。生徒ご自身による通塾または保護者等による

送迎が可能か事前にご確認ください。
◆実施要綱第９条により、1ヶ月に必要な出席数の半数に満たない（出席率50％
未満）状況が２ヶ月続いた場合・連絡がつかない場合は、支援終了となります。

支援終了後引き続き、塾に通塾するには、自己負担となります。

◆ 学業成績証明書/通知表【写】等について
高校２・３年生：「学業成績証明書（前学年までの成績等記載）」（進路部発行）を

提出して下さい。
高校１年生：中学３年生時の通知表の写し（両面）を提出して下さい。

①

②

③

認定要件 添付する書類（各要件の書類を全部そろえること）

【実施要綱第４条第２項で定める該当する認定要件】

里親に委託　もしくは
児童養護施設等に入所

□住民票（謄本）※本籍・マイナンバー不要

□措置決定通知書の写し
□学業成績証明書　※高校２・３年生（進路部発行）

□中学３年時の通知表の写し　※高校１年生

児童扶養手当受給世帯

□住民票（謄本：世帯全員分）※本籍・マイナンバー不要

□児童扶養手当受給者証の写し
　　※支援を希望する生徒本人の名前が確認できること

□市町村が発行する受給証明書
　　※受給者証が、(再)交付中で手元にない場合のみ

□学業成績証明書　※高校２・３年生（進路部発行）

□中学３年時の通知表の写し　※高校１年生

住民税非課税世帯

□住民票（謄本：世帯全員分）※本籍・マイナンバー不要

□課税〈非課税〉証明書
　　※所得割の欄が「０円」となっている、または
　　　備考欄に「非課税」と記載されているか確認

　　※親権者が２名（両親）の場合は、２名分

　　※親権者が１名の場合は、１名分

□学業成績証明書　※高校２・３年生（進路部発行）

□中学３年時の通知表の写し　※高校１年生


